
水田活用の直接支払交付金に係る 

 ５年水張りルールの手続きについて 

 

 水田で対象作物を栽培し販売することで交付される「水田活用の直接支払交付金（水活）」については、

制度の見直しが行われ、令和９年度から新しい支援制度が制定される予定です。新制度の活用を希望さ

れる方は、以下を参考に、令和８年度までに手続きをお願いします。 

 

１．水稲生産実施計画書及び営農計画書の確認をお願いします 

・「水稲最終」欄に年度（西暦）が記載されている水田は、手続き不要です 

 ※ただし、１筆のほ場を割田にして水稲と転作作物を栽培している場合には、転作作物部分の農地に

ついてフローチャートをご確認いただき、必要な手続きを行ってください 

・「水稲最終」欄が空欄の場合は、フローチャートをご確認いただき、必要な手続きを行ってください 

 

２．フローチャートを参考に、実施内容を判断してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和9年度以降に策定予定の新支援制度について、活用を希望しますか？

希望しない

報告様式を作成のうえ、協議
会に提出してください

（裏面へ）

手続き不要

希望する

令和８年度に、次の①または②のどちらかに取り組
んでください。
①１ヶ月の湛水管理（水張り）
②連作障害を回避する取組　　　　　（裏面へ）

手続き不要、ただし報告様式を
提出していない方は、至急提出
をお願いします(裏面へ）

令和８年度に水稲作付（加工用米等を
含む）を行いますか？

①を行った

　どちらも行っていない

はい　

②を行った

いいえ

書類の提出は必要ありませんが、新制度の
活用に影響が生じる場合があります。

令和７年度に、次の①または②のどちらかに取り組み
ましたか？
①１ヶ月の湛水管理（水張り）
②連作障害を回避する取組
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３．作業の実施方法・提出書類 ※①または②のどちらかを実施してください 

①１ヶ月の湛水管理（水張り） 

【実施作業】 

❶ほ場にて「１か月以上の湛水管理（水張り）」を行ってください。実施したことを証明できるよう、

水張り開始初日の写真と、水張り開始から 1ヶ月後以降の写真を、各１枚撮影してください。 

❷水張り完了後、【提出書類】に記載された書類を作成し、令和９年３月 31 日までに、当協議会へ

提出してください。 

【提出書類】 

１ 
＜水張り確認 様式１＞ 

水張り確認ほ場一覧表 
記入例に従って、対象ほ場を記載してください。 

２ 
＜水張り確認 様式２＞ 

水張り確認ほ場写真記録表 

記入例に従って記入のうえ、水張り写真を２枚（初日・一か月後 

以降）撮影し添付箇所へ添付してください。 

 

②連作障害を回避する取組 

【実施作業】 

❶以下の項目からいずれか１つの作業を実施してください。 

・土壌改良資材（苦土石灰等）・有機物（堆肥、もみ殻等を含む）の施用 

・土壌に係る薬剤の散布 

・後作緑肥の作付け 

・病害虫抵抗性品種の作付け 

・作物残さのすき込み（当協議会認定取組） 

・その他地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取り組みであると判断する取組 

※その他につきましては、個別にご相談ください。 

❷取組完了後、【提出書類】に記載された書類を作成し、令和９年３月 31 日までに、当協議会へ提

出してください。 

❸取組を行ったことを証する書類（栽培日誌、資材購入伝票）を保管してください。 

【提出書類】 

１ 
＜連作障害回避取組確認様式＞ 

連作障害を回避する取組実施一覧表 
記入例に従って、対象ほ場を記載してください。 

 

４．その他 

・国の指針に応じて内容を変更する場合があります。 

・提出書類や、詳細マニュアルは、駒ヶ根市役所農林課窓口および市ホームページから取得できま

す。 

 

５．お問い合わせ 

＝駒ヶ根市地域農業再生協議会事務局＝ 

 駒ヶ根市役所産業部農林課農政係    

〒３９９－４１９２ 駒ヶ根市赤須町２０番１号         

TEL 0265-96-7723（直通）  

Email：nosei@city.komagane.lg.jp                                     
駒ヶ根市ホームページ 


